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会  議  録 

会 議 の 名 称 
平成２７年度第３回坂戸、鶴ヶ島下水道組合 

下水道事業運営審議会 

開 催 日 時 
平成２８年１月１５日（金） 

１４時００分 ～ １６時３０分 

開 催 場 所 坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎 ３階議員控室 

議 長 （ 会 長 ） の 氏 名 会長 吉田 勝己 

出 席 委 員 （ 者 ） 氏 名 

吉田 勝己 ・ 勝浦 信幸 ・ 川﨑   孝 

菊地 正春 ・ 髙橋 義昭 ・ 森田 厚美 

湯本   曻 

欠 席 委 員 （ 者 ） 氏 名 関原   勝 

事務局職員の職・氏名 

事務局長 加藤 裕之   参与兼次長 新井 正美 

 副参与兼課長 宇津木優明   副参与兼課長 髙山  淳 

 副参与兼課長 田村  勉   課  長 中田 真一 

 副 課 長 飯田 清貴   課長補佐 大沢 嘉史 

 主  査 福田 尚也   主  事 荒井  遥 

傍 聴 者 なし 

会 議 次 第 

１ 開会 大沢総務課課長補佐 

２ 挨拶 吉田会長 

３ 審議事項 

（１） 下水道事業の運営について 

（２） その他 

４ 閉会 

配 付 資 料 

 事前配付 

 ・下水道事業運営審議会資料（第３回） 

 当日配付 

 ・次第 

 ・資料（年度別下水道整備進捗状況及び水洗化一人当り 

    有収水量） 

 ・答申（案） 
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会 議 の 経 過 

発 言 者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 
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＜開会・挨拶＞ 

 

 本日は大変お忙しい中、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業運

営審議会にお集まりいただきましてありがとうございます。 

はじめにご報告させていただきます。本日、関原委員さんにお

かれましては、所用により欠席される旨のご連絡があり、皆様に

よろしくお伝えしてほしいとのことでございますので、御了承い

ただきたいと思います。 

よって、本日は委員８名のうち７名の御出席をいただき過半数

に達しておりますことから、ここに、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下

水道事業運営審議会条例第６条第２項の規定により、定足数に達

しておりますので、本会議の議事が成立いたしますことをあわせ

てご報告いたします。 

 それでは、ただいまから、平成２７年度第３回坂戸、鶴ヶ島下

水道組合下水道事業運営審議会を開会いたします。 

 

吉田会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶 ） 

 

 ありがとうございました。 

  

＜審議事項＞ 

 

それでは、次第に基づきまして審議事項に入らせていただきま

す。 

なお、議事の進行につきましては、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下

水道事業運営審議会条例第６条第１項の規定により、吉田会長に

お願いいたします。 

 

＜審議事項（１）＞ 

 

それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願

いします。 

審議事項の前に、本会議の会議及び会議録につきましては、公

開が原則となっております。 

最初に、傍聴人の関係でありますが、本日の会議における傍聴

希望者はおりませんのでご報告いたします。 

続きまして、本日の会議の会議録への署名につきましては、坂

戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業運営審議会運営規則第５条に会

長の指名した２人以上の委員が署名しなければならないと規定さ

れておりますので、私から指名させていただきたいと思います。 

会議録署名委員に森田委員さんと髙橋委員さんにお願いしたい

と思います。よろしいでしょうか。 

 

（森田委員、髙橋委員了承の意） 
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それでは、審議事項に移らせていただきます。 

はじめに、審議事項（１）の「下水道事業の運営について」を

議題といたします。担当課より内容説明を求めます。 

 

下水道事業運営審議会資料（第３回）に基づいて説明 

 

御質問・御意見を伺いたいと思います。 

委員の皆さん何かございますか。 

 

いくつか質問いたします。 

１点目として、下水道整備進捗状況と水洗化一人当り有収水量

について年度別一覧表の提示をお願いいたします。 

２点目として、未稼働施設はあるかどうか、あるとしたらどれ

くらい費用がかかっているか伺います。 

３点目として、現行の下水道使用料設定について、設定対象期

間と、維持管理費と資本費の各経費回収率の設定目標を何％とし

たのか伺います。 

４点目として、計画地下水量率１５％の算定根拠について伺い

ます。 

５点目として、不明水削減対策と周辺自治体の状況を把握され

ておられたらお示し願います。 

６点目として、雑収入の原子力損害に伴う賠償金の用途につい

て伺います。 

 

お答えいたします。 

１点目につきましては、資料を作成いたしましたので配付させ

ていただきます。（追加資料配付） 

資料についてご説明いたします。 

人口普及率につきましては、行政区域内人口に対する処理区域

内人口の割合でございます。水洗化率につきましては、処理区域

内人口に対する、実際に下水道を使用している水洗化人口の割合

でございます。 

なお、人口の普及率と水洗化率につきましては、第１回の審議

会にて配付しました資料にもグラフとして掲載しておりますの

で、併せてご覧いただければと思います。 

２点目に未稼働施設につきましては、当組合の施設で未稼働施

設はございません。 

３点目の現行の下水道使用料の設定につきましては、平成２２

年度から平成２４年度までの３年間を算定期間とし、使用料対象

経費の８０％を回収目標として単価の設定を行いました。回収率

の内訳としましては、維持管理費が１００％、資本費が５６％と

なっております。 

４点目の計画地下水量率１５％の算定根拠につきましては、下

水道施設計画を立案するにあたっては、急速な人口減少・少子高

齢化等の社会構造の変化を勘案し、特に計画汚水量は処理場計画

や管路計画の施設規模に大きく影響するため、適正な予測を行う

ことが必要であります。 

計画汚水量は、家庭汚水量（生活汚水及び営業汚水）、工場排水

量及び地下水量から構成されており、御質問の地下水量について

は地中で汚水管渠に自然に浸入してくる地下水の量のことで、設
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計指針において家庭汚水日最大汚水量の１０％から２０％を見込

むこととされていることから、組合ではその中間値である１５％

を採用しております。 

５点目の不明水削減対策と周辺自治体の状況につきましては、

不明水削減対策としては、昭和５６年度から平成８年度まで北坂

戸地区、富士見地区のヒューム管及び人孔を対象に浸入水防止工

事を実施いたしました。また、現在は浸入水が多い地区を対象に

管渠の耐震・延命と浸入水防止を合わせた工法に切り替えて計画

的に実施しております。周辺自治体につきましては、川越市で老

朽化した汚水本管の更生のみ実施していると伺っておりますが、

その他確認した自治体では特に不明水対策は実施しておりません

でした。 

６点目の原子力損害に伴う賠償金につきましては、東京電力の

福島第一原発事故による損害により前年度に要した費用で、例え

ば、平成２６年度の決算書における 1,796,379 円につきまして

は、平成２５年度に支出した放射性物質にかかる焼却灰の処分及

び分析費用となっております。 

これら原子力損害に掛かる費用につきましては、下水道整備基

金を財源としておりますので、収入した賠償金は全額、下水道整

備基金へ積み立てております。 

 

 追加で質問いたします。 

今後も下水道の普及は進んでいくと思われますが、市民の節水

意識が高まっている背景から、総合的に計画を今一度見直す必要

があるのではないでしょうか。 

 

お答えいたします。 

平成２６年度の決算で、整備拡大により水洗化人口が増えたに

もかかわらず、初めて有収水量が前年度を下回りました。また、

水道企業団からも、1 人当たりの使用水量が減少したという資料も

得ております。今後の使用料の見込みにつきましては、水道企業

団と情報を共有しながら現状を把握し、適切に見込んでいきたい

と考えております。 

 

よろしいでしょうか。他にありますか。 

 

いくつか質問いたします。 

１点目として、年間を通して不明水はどのように増減します

か。季節変動がありますか。 

２点目として、年間の雨水量、浸入量は把握されていますか。 

３点目として、雨水公費負担の原則からすると、不明水は主に

雨水であるから、公費負担となるべきで、平成２２年度の公費負

担無しはおかしいのではないでしょうか。公費負担の考え方につ

いて伺います。 

 

お答えいたします。 

１点目の不明水の年間変動につきましては、降雨量に応じて変

動しており、特に梅雨時、台風シーズン等は地下水位が上昇する

ことにより不明水が多くなります。また、冬の渇水期には雨量が

少なく地下水位が下がるため不明水は減少します。不明水は降雨
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量により増減する傾向にあります。 

２点目の降雨量につきましては、資料１ページの右端に年間の

降雨量を記載しております。これは石井水処理センターに設置し

てある雨量計により計測したものであり、年間を通して一日単

位、また時間単位で降雨量を記録しており、集計したものでござ

います。 

汚水の流入量につきましては、センターに流入する汚水流入量

から有収水量を差し引くことによって、不明水量を把握すること

ができております。 

３点目の平成２２年度の公費負担が無い関係でありますが、公

費で負担すべき基準というものが、毎年総務省から出されており

まして、その基準では、委員さんのおっしゃるとおり、雨水管の

維持管理等に係る、雨水処理費に要する費用につきましては、す

べて公費負担であります。 

浸入水につきましては、雨水の浸入と、もとは雨水となります

が管の老朽化による地下水の浸入、そして本当に不明な水の３つ

であると考えられております。今回の資料でお示しした、不明水

処理に係る費用につきましては、その原因が雨水だけでなく地下

水も含まれていることから、雨水処理費とは別の基準が示されて

おります。 

不明水に掛かる費用のうち、計画汚水量を定めるときに見込ん

だ地下水量分１５％までは、使用料の対象となりますので、平成

２２年度につきましては、全て使用料の対象経費の範囲内であ

り、公費負担は無しとなっております。 

 

 追加で質問します。 

 不明水と雨水は区別しているとのことですが、雨水処理費はど

こに記載されているのでしょうか。 

 

 第１回の審議会にて配付いたしました資料の９ページ経費回収

率の図をご覧ください。このうち、支出欄の「雨水・地域し尿の

管理費」に雨水処理の維持管理費が含まれておりまして、この分

は公費負担となっております。 

 今回、皆様に審議いただいておりますのは、「汚水分の下水道管

理費」のうち使用料対象経費となっている部分についてでござい

まして、その他配付しております資料につきまして、雨水処理に

係る費用は除かれておりますので、ご了承願います。 

 

よろしいでしょうか。他にありますか。 

 

 質問いたします。 

経費節減はしており、他団体と比較しても収納率は低くない。

有収水率が低いが、他団体ではもっと低いところもある。他団体

と比較して坂戸、鶴ヶ島下水道組合の使用料単価が高いのは何故

ですか。 

 

お答えいたします。 

代表的な理由としましては、当組合は処理場を２つ所有してい

るため、その維持管理費が大きな原因となっております。今後、

２つの処理場を統廃合する計画も検討している状況でございま
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す。 

 

２つの処理場を統廃合する計画が進むと、他団体と同じくらい

の料金になるのでしょうか。 

 

お答えいたします。 

現在よりは維持管理費は減ってくると考えられます。 

ですが、当組合は昭和４８年から供用を開始しており、同様に

供用開始から年数が経過している団体ほど、管渠の老朽化による

浸入水が増え、有収水率が低い傾向にあると思われます。そのた

め、今後は浸入水を防ぐための管渠の更生等費用のウエイトが高

くなってくると考えられます。 

 

処理場が２つあるため他団体に比べて経費が掛かる。今後は統

廃合による経費節減を計画しているが、施設の老朽化対策がある

ため今後も経費の増加が見込まれるという理解で良いでしょう

か。 

 

はい。 

 

よろしいでしょうか。他にありますか。 

 

質問いたします。 

不明水のうち計画地下水量率である１５％については、第１回

の資料９ページに記載されている表では、どの部分に含まれてい

ますか。 

 

お答えいたします。 

不明水のうち計画地下水量率である１５％については、使用料

対象経費となりますので、第１回の資料９ページでは、支出の中

に記載されている「使用料対象経費（Ａ）」欄の 1,225 百万円に含

まれております。 

なお、１５％を越える部分につきましては、公費負担として、

「公費負担（Ｃ）」欄の 122 百万円に含まれております。 

 

では第１回の資料７ページに記載されている「経費回収率は１

００％が望ましい」というのは、第１回の資料９ページですと

「使用料対象経費（Ａ）」欄の 1,225 百万円について１００％とい

う解釈でよろしいですか。 

 

経費回収率につきましては、使用料対象経費について１００％

が望ましいということでございます。 

第１回の資料９ページですと、「使用料対象経費（Ａ）」欄の

1,225 百万円と、公債費にあります「使用料対象経費（Ｂ）」欄の

831 百万円を合計した、「使用料対象経費（Ａ＋Ｂ）」欄の 2,056 百

万円について、全て使用料で賄うのが理想ということでございま

す。 

 

 不明水のうち計画地下水量率である１５％については使用料か

ら回収するということですか。 
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 国の基準で、雨水等が原因の不明水について１５％相当の流入

はやむを得ないとして使用料対象経費とすることとなっており、

組合においても、国の基準に基づいて使用料対象経費としており

ます。 

 

不明水については管理上の不備が原因ではないのですか。 

使用者からすると、不明水について負担するということは考え

ていません。不明水にかかる費用は、全額、管理者の負担になる

のではないですか。国の基準というだけでは説明になりません。 

不明水を減らす努力はされているのでしょうか。 

 

組合でも不明水を減らす努力として、不明水対策検討部会を設

置し、どこの地区からどのように不明水が入ってくるのか、調

査・研究しているところです。 

 

先ほどの説明で、不明水対策として昭和５６年度から取り組ま

れており、現在は浸入量が多い地区から進めているということで

した。そして今の説明で不明水対策検討部会でも、どこの地区か

ら入ってくるのか調査しているということでした。 

話が食い違っていませんか。 

 

地区が分かっても、その地区の中のどこか、という具体的な場

所まではなかなか特定できていないのが現状です。そういった点

を含めて現在、調査・研究している状況でございます。 

 

第１回の説明では、不明水対策検討部会では「どのように調査

していくのかの方向性を出す」という話でしたが、どのような調

査をしていくのか調査するための検討部会なのですか。 

 

不明水にもいくつかありまして、例えば誤接続による雨水の流

入や、雨が降って入ってくる場合、もともとあった地下水が入っ

てくる場合等がございます。そういった諸事情を踏まえ、調査し

ているという意味で申し上げました。 

 

よろしいでしょうか。他にありますか。 

 

意見を申し上げます。 

１点目として、「下水道事業の運営について」ということについ

て、今日まで３回の審議を重ねてまいりました。そろそろ結論を

出した方がよろしいのではないのでしょうか。 

 ２点目として、個人的には耐震化事業が１番重要であると考え

ています。どこの市町村も耐震化事業には大きなコストがかかっ

ていますが、国の補助金含め、構成市負担金等の財源を確保し、

しっかり進めていただきたいです。 

 ３点目として、財務的な観点からみると県内の他団体と比較し

ても、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の経営状況は決して悪くありませ

ん。もし、使用料の改定を検討しているのであれば、個人的な見

解としては、今回は見送るべきではないでしょうか。 

 

よろしいでしょうか。他にありますか。 
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会 長 

 

 

 

会 長 

 

委 員 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

会 長 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

事 務 局 

 

会 長 

 

 

委 員 

 

委 員 

 

 

 

意見を申し上げます。 

不明水につきましては、管渠のクラックからの地下水の侵入だ

けでなく、大雨時にＵ字溝等で飲み込めなかった雨水が入ってい

るのではないかと思います。 

経費については、いままでの説明で処理場の維持管理費や管渠

の布設工事等でお金がかかることから使用料の見直しが必要な流

れであることは分かります。しかし、受益者負担金の報奨金制度

や管理者及び議員等の兼務による報酬などは、条例改正を行えば

削減することが出来るのではないでしょうか。そういった努力を

せずに使用料の改定を行われても使用者側からの理解は得られま

せん。管理者や議員の皆さんはもっとしっかりしてほしいと思い

ます。 

 

ここで暫時休憩といたします。 

 

（休憩終了） 

 

再開いたします。委員の皆さん何かございますか。 

 

（なしの声） 

 

他に、ご意見・ご質問がないようでしたら、私のほうから、提

案させていただきます。 

今回、「下水道事業の運営について」管理者より諮問され、本日

を含め、３回に渡り審議いただきましたが、意見も出尽くしたよ

うですので、この辺で諮問された事項につきまして、答申案を作

成することとしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（了承の声） 

 

それでは、ここで暫時休憩とし、私のほうで答申案をまとめた

いと思います。 

 

（休憩終了。委員に答申案を配付） 

 

再開いたします。 

それでは、答申案を作成しましたので、事務局より朗読願いま

す。 

 

（答申案を読み上げる。） 

 

ただいま読み上げた内容でいかがでしょうか。何かご意見、ご

質問はありますか。 

 

私はこれで良いと思います。 

 

「現行使用料の見直しを行うことが妥当と判断する」というの

は、諮問されていない内容についての答申になるのではないでし

ょうか。出された資料に基づいてのみ答申すべきと考えます。 
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委 員 

 

 

 

委 員 

 

委 員 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

会 長 

先ほどこれで良いと申しましたが、これまでの審議会を経て、

経費の節減は当然ですが、施設の老朽化により増大する維持管理

費に対応するため、また、構成市の負担を削減するためには、使

用料に言及することにとなると考えました。 

 

「現行使用料の見直しの検討をする」という表現が良いのでは

ないでしょうか。また、「構成市からの負担金に過度に依存せず」

とありますが、私は過度に依存しているとは思いません。 

 

先ほども申しましたが、使用料については、諮問されていませ

ん。今までの説明を聞いて財政状況が厳しいことは分かりまし

た。しかし、平成２６年度の決算審査意見書でも、経営状況が厳

しいとは書いてありますが、使用料の見直しを行うべきというこ

とは書いてありません。「使用料」という言葉を入れることは出来

ないと思います。 

 

「経営基盤を築く必要がある」までで良いのではないでしょう

か。 

 

「経営基盤を築く必要がある」という文言まででは第１回の資

料に書かれていますし、答申としては少し具体性に欠けると思い

ます。使用料については、文末に移し、「使用料のあり方について

引き続き検討されたい」という表現でいかがでしょうか。 

 

これまでの審議会で、説明を受け、使用料の改定もやむを得な

い経営状況であると私は理解しました。使用料の改定内容につい

ては別として、「使用料」という言葉を入れても良いと思います。 

 

「使用料」という言葉について議論がなされておりますが、第

１回の資料１ページに「現状使用料負担水準をはじめとする経営

状況を把握する必要がある」と記されており、あくまでも経営状

況の一部という解釈で「使用料」という言葉を入れても良いので

はないでしょうか。 

 

組合にとって大きな収入は構成市負担金と使用料しかありませ

ん。そうなると、使用料には触れざるを得ないのではないでしょ

うか。 

 

「受益者負担の見直し」という表現はいかがでしょうか。 

 

使用料に触れること自体は諮問に対する答申として問題ないと

思います。「現行使用料の検討が必要」という表現ではいかがでし

ょうか。 

 

ここで、多数意見である「使用料」という言葉を取り入れ、再

度答申案をまとめたいと思います。ここで暫時休憩とします。 

 

（休憩終了。委員に答申案を配付） 

 

再開いたします。 
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それでは、答申案を修正しましたので、事務局より朗読願いま

す。 

 

（答申案を読み上げる。） 

 

ただいま読み上げた内容でいかがでしょうか。何かご意見はあ

りますか。 

 

（なしの声） 

 

それでは、ただいまの答申案のとおり管理者へ答申することと

してよろしいでしょうか。 

 

（了承の声） 

 

本来であれば、この席で管理者へ答申するところであります

が、本日、管理者は公務が重なっているとのことですので、後

日、答申書を提出することといたします。 

 

＜審議事項（２）＞ 

 

次に、（２）「その他」を議題といたします。 

委員の皆さんから何かご質問等はございますか。 

 

（特になしの声） 

 

事務局から何かありますか。 

 

特にございません。 

 

＜閉会＞ 

 

それでは以上をもちまして、本日の審議会を終了させていただ

きます 

委員の皆様には、長時間にわたり熱心な御質問・御議論いただ

き、ありがとうございました。 

 

 


